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書　　　評

Ⅰ　はじめに

本書は，ベトナムを事例として，経済発展を国是

とする途上国において，産業発展に伴う公害問題に

いかに対処し，経済成長と環境保護のバランスをい

かに模索すべきかを検討したものである。ベトナム

は，1986年のドイモイ（刷新）宣言後，90年代を通

じて高い経済成長率を保ち，急速に経済発展を遂げ

てきたが，それに伴い大気汚染や水質汚染などの公

害問題も顕在化してきた。しかし，環境保護以上に

産業振興が重視され，また国家機関が資源・能力面

で様々な制約を抱えるなか，予想に反しベトナムで

は，公害問題が放置されずに，程度の差こそあれ有

効に対処されている事例が存在した。著者はこうし

た事例を比較・検討することにより，ベトナムにお

いて実効的な公害対策規制を可能とした要因や条件，

プロセスを同定している。さらに，それらをもとに，

ベトナムに限らず様々な制約を抱える途上国におい

て，有効な公害対策規制を模索・検討し，実行して

いくための一助として「コミュニティー発動型規

制」（Community-Driven Regulation：以下 CDR と

表記）を提唱している。

本書は全８章から構成されるが，内容的には３部

に分けて考えることができる。第１は，本研究の背

景の説明（第１章）であり，第２はベトナムにおけ

る開発と環境問題，および具体的事例分析（第２章

から第６章），第３は C D R の提唱とそれにかかる

議論（第７章および第８章）である。以下，事例分

析に触れつつ本書の議論の中心である CDR を概観

し，所感を述べたいと思う。

なお，本書の構成は以下のとおりである。

第１章　開発と環境の調和への挑戦

第２章　ベトナムにおける開発と環境

第３章　コミュニティーの結束力，外部組織との

関係と公害問題への対応

第４章　企業の事業計画，利益と公害問題への取

組み──活動の動機・目的と公害問題へ

の対処──

第５章　複雑な利害関係・状況下にある環境問題

担当国家機関への働きかけ

第６章　情報整備，責任追及，政治的圧力がけ

──非当事者外部組織の役割──

第７章　コミュニティー発動型規制──コミュニ

ティーによる警鐘と国家の対処・対応──

第８章　勝算変更に向けての有利な者に対する規

制──結論および政治的示唆──

Ⅱ　「コミュニティー発動型規制」

（Community-Driven Regulation ）

本書の一番の論点は，環境問題，特に公害問題に

対する CDR にある。産業化に付随する環境問題に

関する既存の理論は，その実質的な規制に関し，国

家や市場の役割・機能を個別に論じる傾向があった。

しかし，著者の提示する CDR モデルは，環境問題

の主要アクターとして，公害被害を受けているコミ

ュニティー，規制を実施する国家，公害排出企業，

さらに，メディアや NGO など環境対策の行方に大

きな影響を与える外部団体の４者を考慮する必要が

あるとしている。さらに，個々のアクターの検討も

さることながら，この４者間の関係・作用の重要性

を示している。そして，有効な公害対策規制の実施

に向けては，特に，コミュニティーの役割，そこか

らの警鐘・働きかけが不可欠であるとしている。

CDR モデル構築に材料を提供したのは，本書の
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なかで検討された６事例からの教訓である。事例は，

具体的に以下の点で公害規制の有効な実施に向け，

コミュニティーの果たす役割の重要性を指摘してい

る。第１は，環境保護規制が実際に適用されるにあ

たっての，コミュニティーによる圧力・後押しの必

要性である。ベトナムでは，ドナーや NGO による

支援の下に，1993年および94年に環境保護に関する

一連の法律が整備されたものの，それらは諸々の制

約のため機能していない場合も多い。事例は，環境

汚染に晒されているコミュニティーが積極的に関係

機関に対し陳情や働きかけを行った場合に，初めて

法律が実効力を持つに至ったことを示している。第

２は，公害対策規制実施のプロセスに関するもので

ある。ベトナムに限らず経済成長が最優先課題であ

る途上国においては，経済・産業を担当する機関に

比し，環境問題を担当する国家機関の権限は相対的

に小さく，またその立場も弱い場合が多い。公害対

策としてある程度の成果をあげた事例では，コミュ

ニティーから関係機関への働きかけを端緒に，その

後の協議，対立，交渉などを経て，環境問題担当機

関 ・ 部局の存在意義や正当性への認識が自他共に

徐々に深化し，その過程を通じてこうした組織の能

力強化につながったことが示されている。第３は，

コミュニティーの「警報器」としての役割の重要性

である。ベトナムの環境問題担当機関・部局はいま

だ十分な資源や能力を持ち合わせず，また収賄行為

が急増している政治土壌のなかで，こうした機関は，

公害対策を怠る企業すべてに対し有効な取締りを行

うには至っていない。有効な公害対策実施に結びつ

いた事例においては，コミュニティーによる公害状

況に対する警鐘が，環境問題担当機関・部局による

調査や取締り対象企業の絞り込みを可能とし，また

企業側も，抜き打ちの立ち入り検査への危惧から公

害対策を以前より重視し始めた過程が明らかにされ

ている。こうしたコミュニティーからの働きかけは，

国による上からの公害規制を補完・補充し，より包

括的・実効的な規制を可能とするものと位置づけら

れている。

ベトナムを含め多くの途上国では，有効な公害対

策規制の実施を，国家あるいは市場のみに委ねるこ

とは難しい。こうしたなか，事例からの教訓を下に

著者が提唱している CDR モデルは，特にコミュニ

ティーの果たす役割に着目しているが，その強調点

はコミュニティーの重要性のみではない。国側の実

効的な公害規制の欠如，企業側の公害問題への無関

心・無責任体制は，近隣コミュニティー住民や工場

労働者の公害被害の深刻化という悪循環を形成しか

ねない。CDR モデルは，公害規制の実施にコミュ

ニティーがより積極的・戦略的な役割を担うことに

より，悪循環の下では分断されている，コミュニテ

ィー，国家，企業，メディアや NGO などの主要ア

クター間に協議・交渉のプロセスと相互作用を引き

起こす関係構築を図るものである。それはさらに，

これらの相互作用を通じて，各々の公害問題に対す

る意識と対処能力を強化するという，実効的な公害

規制に向けての好循環の形成を促すものである。

しかし，CDR が有効に機能するかどうかは，ア

クターの性質にも左右される。著者は，コミュニテ

ィー，国家，企業，メディアや NGO などの外部団

体各々につき，CDR の実効的機能を促進する要素

を事例から抽出している。まず，コミュニティーに

関しては，その能力，結束力，コミュニティー外の

組織との関係の有無とその性質が，コミュニティー

による公害規制に向けての発動力の程度，その後の

交渉プロセス・結果に大きく作用すると結論づけて

いる。能力には，メンバーの法的知識，権利意識，

公的機関や企業への陳情・不服申し立て手続き，効

果的戦略，交渉術についての知識や経験が含まれる。

結束力は，コミュニティーにどの程度集団対応を可

能とする歴史的経験やアイデンティティー，緊密な

社会関係が形成されているのか，内部の利害対立の

有無などに関連するものである。外部組織との関係

は，企業や環境担当部局に対し，例えば共産党，メ

ディアや NGO などコミュニティーのバーゲニング

パワーを高めるために活用可能な人脈の有無やその

強弱が関係してくる。当然，コミュニティーの能力，

結束力，外部組織との関係が強いほど，CDR は望

ましい方向に作用する。

環境問題を担当する国家機関に関しては，その能

力，他の国家機関，企業，コミュニティーとの関係，
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そして機関としての独立性（autonomy）の程度が

CDR の有効性を決定づける鍵であるとしている。

環境問題担当機関の能力には，有効な環境対策実施

に必要となる資金・技術・人的資源などの有無が含

まれ，これらが不十分な場合には有効な対策実施は

望めない。また，ベトナムのように社会関係や人脈

が大きく作用する社会では，環境問題担当機関と他

の機関 ・ 団体との関係の強弱やその性質は，CDR

の有効性に大きく作用する。しかし，場合によって

は，こうした関係が有効な公害対策実施の足かせと

なる場合もある。そのため，それを相殺するものと

して，環境問題担当機関に政策決定や実施に関し，

ある程度の独立性が保障されていることが前提とな

るとしている。

企業についても，前２者と同様，その能力とコミ

ュニティーや諸々の国家機関との関係に加え，市場

の動向やその企業が市場に占める地位が，CDR の

方向性を大きく決定づけるとしている。企業の能力

には，公害対策検討・実施に必要となる技術および

組織・管理両側面で適正な能力が備わっているかが

鍵となる。企業が近隣のコミュニティーとどのよう

な関係にあるか，例えば住民は工場の労働者かどう

か，原料供給者であるか，単に消費者かどうか，さ

らには，当該企業は国営企業か，外国資本に依存し

ているかどうかなども，コミュニティーからの陳情

や要求，また環境問題担当機関による取締りや指示

に対する企業の対処 ・ 対応に影響する。さらに，

NIKE の事例のように，世界市場を睨んだ企業活動

の場合には，企業イメージが売り上げ動向を左右す

る。企業の市場に占める地位や市場動向は，企業に

よる環境問題への取組みに大きく作用するとしてい

る。

最後に，CDR が有効に機能するためのメディア

や NGO など外部団体の役割と性質については，こ

うした外部団体が，どの程度コミュニティーと密接

な関係を持ち，その利害を代弁し得る能力を持つか，

また，どの程度，国家機関や多国籍企業など国際社

会での政策決定に影響を与えるためのネットワーク

や戦略を持っているかにかかっているとしている。

現実には，CDR モデル内のアクター間の作用を

常に正方向へ向かわせるための条件が４主要アクタ

ーすべてに揃っていることは稀である。しかし，こ

うした条件を念頭に各アクターの性質を検討するこ

とにより，CDR を全体として有効に機能させるた

め，あるアクターに欠けている条件をどのようにす

れば補完可能か，あるいは，他のアクターの働きか

けや強化により代替可能か，どのような関係構築が

必要かなどの議論が可能となるとしている。

以上のような議論を展開した後，ベトナムには

CDR が機能する土壌があり，また実際成果をあげ

ている例はあるものの，現状では次のような限界が

あることも指摘している。第１は，コミュニティー

が公害問題に警鐘を鳴らし，関係機関に対する働き

かけを行っている場合においても，大気汚染や水質

汚染による被害が自明なケースに限られており，ま

た事後対処にとどまり，被害が即時にはわかりにく

い性質の公害や予防措置まで射程に入れたものとは

なっていないことである。第２の限界は，環境改善

のために公害排出の元凶である工場移転を要求し，

それを効果的・戦略的に実現する能力を持つコミュ

ニティーは，より立場の弱いコミュニティーに公害

問題を押し付ける可能性を持つことである。第３は，

現状では，コミュニティーが積極的役割を果たし，

CDR がある程度の成果をあげている例においても，

コミュニティーの公害対策規制実施への参加や関わ

りはあくまで非公式なものと捉えられている点であ

る。

こうした限界を克服し，CDR の持つ潜在力を発

揮させるため，著者は以下のような政策提言を行っ

ている。第１は，コミュニティーの役割を評価し，

環境政策策定やその実施状況のモニタリングにコミ

ュニティーをより積極的に関与させると同時に，コ

ミュニティーの能力強化を積極的に図る政策を採る

ことである。第２に，環境問題担当諸機関の組織・

能力強化と関係諸機関の調整メカニズムの強化，ア

カウンタビィリティーの向上である。第３は，国

内・国際 NGO の役割を積極的に評価し，その活動

を側面支援するため，こうした団体の権利の明確化

を含めた法的基盤整備である。第４に被害を受けた

コミュニティーがそれに対する正当な補償要求をで
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きるよう法整備を行うとともに，法律家によるプロ

ボノ活動の推進や法律扶助制度の整備をすることで

ある。さらに，第５として，有効な公害対策規制の

実施においては，情報へのアクセスが鍵を握るとこ

ろから，環境アセスメントに関する情報公開や，ま

たインドネシアの PROPER（Program for Pollu-

tion Control Evaluation and Rating: 公害規制実施

度評価・格付けプログラム）の例のように，各企業

の環境保護政策実施度を市民が評価し公開する制度

の試行が考えられる。こうした情報公開や市民評価

や情報提供は，関係者間の協議・交渉を促進し，ま

た，企業にも公害対策実施へのインセンティブを与

えるものと考えられる。そして，ここで提示した

CDR モデルやそれに基づく政策提言はベトナムに

限らず，今後の環境対策を議論・実施していくうえ

で非常に有効なものであると結論づけている。

III 　所感

CDR 議論を中心として，本書は，途上国の環境問

題，特に産業化に伴う公害問題にいかに対処すべき

かを検討するうえで，多くの興味深い示唆を提供し

たものとして積極的に評価されるべきものであろう。

まず本書は，国家や市場が先進国で想定されるよ

うには機能していない途上国の政治的・経済的特殊

性と限界を認識したうえで，それらを部分的に代

替・補完する実効的な公害対策規制の担い手を探っ

ている。そして，そうした担い手を探る際にも，抽

象的理論のみに拠るのではなく，ベトナムを事例と

して公害問題対処に向け既に現場で試みられている

具体的プラクティスを追うことにより，有効な公害

対策規制の潜在的担い手を同定している。その意味

で，こうした議論のもとに提唱された CDR は，公

害対策規制の担い手や方策をより包括的に検討し，

また，ある社会の持つ固有性と潜在的能力を重視し

たより実効性・持続性の高い方策の検討を可能とす

ると思われる。また，本書は，国家・市場以外の公

害対策規制の担い手の特定のみならず，こうした担

い手を動機づける条件，および異なる担い手間に望

ましい関係構築や相互作用を生むプロセス・メカニ

ズムを事例から明らかにし，CDR モデル構築に活

用している。これにより CDR モデルは，ベトナム，

途上国に限らず，先進国をも含めて，ある社会にお

いて公害対策規制が実効的に機能しない理由をより

詳細かつ適切に検討する共通の土台を提供し，有効

な公害対策規制に向けての比較研究，政策提言を促

進する一助となると考えられる。

しかし，本書には主に事例分析の限界から，以下

のような問題もみられる。その第１は，コミュニテ

ィーへの着目という点における，事例分析と CDR

を提唱した結論部分との齟齬である。既にみたよう

に，著者の提唱する CDR は，公害対策規制の策定・

実施におけるコミュニティーの役割を重視している。

しかし，本書前半の事例分析は，必ずしもコミュニ

ティーに十分着目したものとはなっていない。例え

ば，コミュニティーの性質を事例間で比較検討した

第３章では，調査された６事例のうち５事例が言及

されたが，著者が一番関与したと言明している

NIKE の事例は取り上げられず，よって本件に関連

するコミュニティーの状況が具体的に把握できない。

逆に，第６章では，NIKE の事例に特化して，企業

の環境改善努力を引き出したアクターやプロセスが

議論されているが，そこでは，コミュニティーの性

質や役割以上に，メディアや NGO が議論の中心と

なっている。結果として，本事例に関与した具体的

コミュニティーのイメージやその果たした役割，メ

ディアや NGO の関与を通じたコミュニティーの性

質や能力の変化，およびコミュニティーと環境担当

機関や企業との間の関係・作用にかかわる変化を十

分捉えることが難しくなっている。

第２点目は，事例分析において歴史的・社会的コ

ンテクストへの考察が不十分と思われる点である。

第３章から第６章の各章は，コミュニティー，国家，

企業，メディアや NGO など，公害対策規制にかか

わる異なるアクターに焦点を絞り，各アクターの性

質・関与と公害問題・対策の展開プロセスの関係を

調査事例の比較を通じて検討している。これにより，

有効な公害対策実施を促進する条件・要素をアクタ

ーごとに抽出することには成功しているが，例えば，

なぜ，あるコミュニティーには望ましい条件が欠け
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ているのか，あるいは，なぜ，あるコミュニティー

と環境問題担当機関の間には望ましい作用関係が生

まれにくいのかなどを分析・理解する視座が十分に

提供されているとは言い難い。リーダシップや人脈

の存在の有無，また都市と農村の違いなどいくつか

の要因は指摘されてはいるものの，６事例の違いは，

各コミュニティーの置かれた歴史的背景や社会的文

脈の違いに根ざすものも多いと思われる。ベトナム

のコミュニティーや国家の性質の特殊性には触れて

いるものの，それはあくまで北部低地の農村社会を

想定したものであり，異なる地域に点在する６事例

すべての前提とすることは難しい。各事例につき，

もう少し歴史的・社会的背景の違いに踏み込んだ分

析がなされれば，CDR の実効性につき，より厚み

のある議論展開が可能となったと思われる。

こうした限界はあるものの，本書は，様々な制約

を抱える途上国の産業発展と公害問題を考えるうえ

で，新たなフレームワークと政策論を提供した貴重

な書と言えるであろう。

（ロンドン大学東洋アフリカ研究所人類学博士課程）


